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２２ 職場定着支援助成金 

魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して

助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、魅力ある雇用創出を図ることを目的とし

ています。 

本助成金は次の２つのコースに分けられます。 

 Ⅰ 雇用管理の改善を行う事業主に助成を行う「個別企業助成コース」 

 Ⅱ 労働環境向上事業を行う事業協同組合等に助成を行う「中小企業団体助成コース」 

 

Ⅰ 個別企業助成コース 

雇用管理制度（評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度（保

育事業主のみ））の導入などを通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成するものであ

り、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保と「魅力ある職場づくり」を目的としています。 

また、介護事業主が介護福祉機器を導入等した場合や、保育事業主または介護事業主が賃金制度を整

備した場合も助成対象となります。 

 

対象となる措置 

本助成金（コース）は、下記の「対象となる事業主」が１の措置を、「対象となる事業主」のうち介護事業

主が２または４の措置を、保育事業主が３の措置を実施した場合に受給することができます。 

 

１ 雇用管理制度助成 

魅力ある職場づくりのための措置を次の（１）～（２）によって実施した場合に「雇用管理制度助成

（制度導入助成）」を受給することができます。 

さらに、（３）の離職率の低下目標を達成した場合には「雇用管理制度助成（目標達成助成）」を受給

することができます。 

（１）雇用管理制度整備計画の認定 

魅力ある職場づくりのための次の①～⑤のいずれかの雇用管理制度の導入（※１）を内容とする雇

用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。 

ただし、⑤短時間正社員制度を含む雇用管理制度整備計画の提出については、保育事業主に限りま

す。 

① 評価・処遇制度（※２） 

評価・処遇制度、昇進・昇格基準、賃金制度、諸手当制度（※３）のいずれかの制度を導入する

こと 

② 研修制度（※４） 

職務の遂行に必要な能力等を付与するため、カリキュラム内容、時間等を定めた職業訓練・研修

制度を導入すること 

③ 健康づくり制度（※５） 

人間ドック、生活習慣病予防検診、腰痛健康診断のいずれかの制度を導入すること 

④ メンター制度（※６） 

キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するため、メンター制度を導入するこ
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と 

⑤ 短時間正社員制度（保育事業主のみ）（※７） 

従業員の多様な働き方を推進するため、短時間正社員制度を導入すること 

※１ 制度の導入においては、就業規則または労働協約に上記の制度を新たに定め、実際にその制度を正規の労働

者に実施することが必要です。 

※２ 評価・処遇制度については、制度導入後の評価・処遇制度の対象となる労働者全員の賃金の合計額が低下し

ていないことが必要です。 

※３ 諸手当制度については、次のいずれかに該当する制度であることが必要です（①通勤手当、②住居手当、③

転居手当（異動手当）、④家族手当、⑤単身赴任手当、⑥役職手当（管理職手当）、⑦資格手当、⑧海外赴任手

当、⑨地域手当、⑩出張手当、⑪その他通常の労働者の評価・処遇制度に係る諸手当制度として適当であると

認められるもの）。 

   また、諸手当制度の導入に際しては、基本給を減額することはできないほか、既存の手当を廃止して新たな

手当を設ける場合は、新設する手当の支給総額が、廃止する手当の支給総額よりも増加している必要がありま

す。 

※４ 生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる、１人あたり

１０時間以上の教育訓練等です。受講料や交通費等の諸経費を要する場合は、全額事業主負担の制度であるこ

とが必要です。 

※５ 健康診断等により費用を要する場合は、半額以上事業主が負担する制度であることが必要です。 

※６ 会社や配属部署における直属上司とは別に、指導・相談役となる先輩（メンター）が後輩（メンティ）をサ

ポートする制度です。 

メンターに対し、民間団体等が実施するメンター研修、メンター養成講座等のメンタリングに関する知識、

スキル（コーチング、カウンセリング等）の習得を目的とした講習を受講させることが必要です。「②研修制

度」の一環として行うことはできません。また、受講料や交通費等の諸経費を要する場合は、全額事業主負

担の制度であることが必要です。 

※７ 雇用している労働者または新たに雇い入れる労働者を短時間正社員とする制度です。短時間労働者は次のい

ずれかに該当する雇用保険一般被保険者であることが必要です。 

① 正規の従業員の１日の所定労働時間が７時間以上の場合、１日の所定労働時間が１時間以上短いこと 

② 正規の従業員の１週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合、１週当たりの所定労働時間が１割以上、

短いこと 

③ 正規の従業員の１週当たりの所定労働日数が５日以上の場合、１週当たりの所定労働日数が１日以上短

いこと 

 

（２）雇用管理制度の導入・実施 

（１）の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度

を導入・実施すること。 

（３）離職率の低下目標の達成 

（２）の雇用管理制度の導入・実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から１年経過するまで

の期間の離職率（以下「評価時離職率」（※８）という）が、雇用管理制度整備計画を提出する前１年間

の離職率（以下「計画時離職率」（※９）という）よりも、下表に示す対象事業所の人数規模に応じて設

定する離職率の低下目標以上に低下させること（※１０）。 
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※８ 雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日から起算して１２か月経過する日までの期間における離職による

雇用保険一般被保険者資格喪失者数を、当該期間の初日における雇用保険一般被保険者数で除して得た離職率

をいいます。離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数には、定年退職、重責解雇、役員昇格及び労働者

の個人的な事情による労働時間の短縮による者は含みません。 

※９ 雇用管理制度整備計画認定申請日の１２か月前の日の属する月の初日から雇用管理制度整備計画認定申請

日の属する月の前月までの期間における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数を、当該期間の初日に

おける雇用保険一般被保険者数で除して得た離職率をいいます。離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者

数には、定年退職、重責解雇、役員昇格及び労働者の個人的な事情による労働時間の短縮による者は含みませ

ん。 

※１０ 計画提出時の離職率が、表に掲げる「低下させる離職率ポイント」よりも低い場合や、新規創業するため

に計画提出時の離職率を算出できない場合は、雇用管理制度整備計画期間の終了から１年経過後の離職率を

０％とすることが必要となります。また、計画時離職率が100％を超えた場合は、計画時離職率100％として

取り扱います。 

 

 ２ 介護福祉機器等助成 

介護労働者の労働環境の改善のための措置を次の（１）～（２）によって実施した場合に「介護福祉

機器等助成」を受給することができます。 

（１）導入・運用計画の認定 

介護労働者の労働環境の改善に資する次の①～⑦のいずれかの介護福祉機器の導入を内容とする導

入・運用計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。 

① 移動・昇降用リフト（立位補助機を含む、人の移動に使用するものに限る、同時に購入したスリ

ングシートを含む） 

② 自動車用車いすリフト（福祉車両の場合は、本体部分を除いたリフト部分のみ） 

③ エアーマット 

④ 特殊浴槽（リフトと一体化しているものや取り付け可能なもの、側面が開閉可能なもの等） 

⑤ ストレッチャー（入浴用に使用するものを含む、それ以外は昇降機能が付いているものに限る） 

⑥ 自動排泄処理機 

⑦ 車いす体重計 

（２）介護福祉機器の導入等 

（１）の導入・運用計画に基づき、当該導入・運用計画の実施期間内に、介護福祉機器を導入する

とともに、その機器の適切な運用を行うための次の①～④の措置を実施すること。 

① 導入機器の使用を徹底させるための研修 

② 導入機器の保守契約の締結またはメンテナンス 

③ 介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修 

対象事業所における

雇用保険一般被保険

者の人数規模区分 

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人 
１００～ 

２９９人 
３００人以上 

低下させる離職率

ポイント 
１５％ポイント １０％ポイント ７％ポイント ５％ポイント ３％ポイント 
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④ 導入効果（※１１）の把握 

※１１ 導入効果は、①身体的負担が大きいと感じている職員数の改善率、②身体的負担軽減に資する作業方法が

徹底された職員数の改善率で評価します。①が60％以上であった場合には機器の導入関係費用、②が60％以

上であった場合には介護技術研修関係費用について支給決定を行います。 

 

３ 保育労働者雇用管理制度助成 

保育事業主が、賃金制度（※１２）の整備を次の（１）～（２）によって実施した場合に「保育労働

者雇用管理制度助成（制度整備助成）」を受給することができます。 

さらに、（３）の離職率の低下目標を達成した場合に「保育労働者雇用管理制度助成（目標達成助成第

１回）」を、（４）の離職率の維持目標を達成した場合に「保育労働者雇用管理制度助成（目標達成助成

第２回）」を受給することができます。 

（１）保育賃金制度整備計画の認定 

保育賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。 

（２）賃金制度の整備・実施 

（１）の保育賃金制度整備計画に基づき、当該保育賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を

整備・実施すること。 

（３）離職率の低下目標の達成 

（２）の賃金制度の整備・実施の結果、保育賃金制度整備計画期間の終了から１年経過するまでの

期間の離職率（以下「評価時離職率（第１回）」（※１３）という。）が、保育賃金制度整備計画を提出

する前１年間の離職率（以下「計画時離職率」（※１４）という。）よりも、下表に示す対象事業所の

人数規模に応じて設定する離職率の低下目標以上に低下させること（※１５）。ただし、評価時離職率

（第１回）は３０％以下とすること。 

 

※１２ 本助成金の対象となる賃金制度とは、職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じて階層的に定めるもの

をいいます。 

※１３ 保育賃金制度整備計画期間の末日の翌日から起算して１２か月経過する日までの期間（以下「評価時離職

率（第１回）算定期間」という。）における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数を、当該期間の初

日における雇用保険一般被保険者数で除して得た離職率をいいます。離職による雇用保険一般被保険者資格喪

失者数には、定年退職、重責解雇、役員昇格及び労働者の個人的な事情による労働時間の短縮による者は含み

ません。 

※１４ 保育賃金制度整備計画認定申請日の１２か月前の日の属する月の初日から保育賃金制度整備計画認定申

請日の属する月の前月までの期間における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数を、当該期間の初日

における雇用保険一般被保険者数で除して得た離職率をいいます。離職による雇用保険一般被保険者資格喪失

者数には、定年退職、重責解雇、役員昇格及び労働者の個人的な事情による労働時間の短縮による者は含みま

せん。 

対象事業所における

雇用保険一般被保険

者の人数規模区分 

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人 
１００～ 

２９９人 
３００人以上 

低下させる離職率

ポイント 
１５％ポイント １０％ポイント ７％ポイント ５％ポイント ３％ポイント 
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※１５ 計画提出時の離職率が、表に掲げる「低下させる離職率ポイント」よりも低い場合や、新規創業するため

に計画提出時の離職率を算出できない場合は、保育賃金制度整備計画期間の終了から１年経過後の離職率を

０％とすることが必要となります。 

（４）離職率の維持目標の達成 

（３）の離職率の低下目標の達成の結果、評価時離職率（第１回）算定期間の終了から２年経過す

るまでの期間の離職率（以下「評価時離職率（第２回）」（※１６）という。）が評価時離職率（第１回）

を維持していること。ただし、評価時離職率（第２回）は２０％以下とすること。 

※１６ 評価時離職率（第１回）算定期間の末日の翌日から起算して２４か月経過する日までの期間（以下「評価

時離職率（第２回）算定期間」という。）における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数を、当該期

間の初日における雇用保険一般被保険者数で除して得た離職率をいいます。離職による雇用保険一般被保険者

資格喪失者数には、定年退職、重責解雇、役員昇格及び労働者の個人的な事情による労働時間の短縮による者

は含みません。 

 

４ 介護労働者雇用管理制度助成 

介護事業主が、賃金制度（※１７）の整備を次の（１）～（２）によって実施した場合に「介護労働

者雇用管理制度助成（制度整備助成）」を受給することができます。 

さらに、（３）の離職率の低下目標を達成した場合に「介護労働者雇用管理制度助成（目標達成助成第

１回）」を、（４）の離職率の維持目標を達成した場合に「介護労働者雇用管理制度助成（目標達成助成

第２回）」を受給することができます。 

（１）介護賃金制度整備計画の認定 

介護賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること 

（２）賃金制度の整備・実施 

（１）の介護賃金制度整備計画に基づき、当該介護賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を

整備・実施すること 

（３）離職率の低下目標の達成 

（２）の賃金制度の整備・実施の結果、介護賃金制度整備計画期間の終了から１年経過するまでの

期間の離職率（以下「評価時離職率（第１回）」（※１８）という。）が、介護賃金制度整備計画を提出

する前１年間の離職率（以下「計画時離職率」（※１９）という。）よりも、下表に示す対象事業所の

人数規模に応じて設定する離職率の低下目標以上に低下させること（※２０）。ただし、評価時離職率

（第１回）は３０％以下とすること。 

 

※１７ 本助成金の対象となる賃金制度とは、職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じて階層的に定めるもの

をいいます。 

※１８ 介護賃金制度整備計画期間の末日の翌日から起算して１２か月経過する日までの期間（以下「評価時離職

率（第１回）算定期間」という。）における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数を、当該期間の初

対象事業所における

雇用保険一般被保険

者の人数規模区分 

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人 
１００～ 

２９９人 
３００人以上 

低下させる離職率

ポイント 
１５％ポイント １０％ポイント ７％ポイント ５％ポイント ３％ポイント 
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日における雇用保険一般被保険者数で除して得た離職率をいいます。離職による雇用保険一般被保険者資格喪

失者数には、定年退職、重責解雇、役員昇格及び労働者の個人的な事情による労働時間の短縮による離職者は

含みません。 

※１９ 介護賃金制度整備計画認定申請日の１２か月前の日の属する月の初日から介護賃金制度整備計画認定申

請日の属する月の前月までの期間における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数を、当該期間の初日

における雇用保険一般被保険者数で除して得た離職率をいいます。離職による雇用保険一般被保険者資格喪失

者数には、定年退職、重責解雇、役員昇格及び労働者の個人的な事情による労働時間の短縮による離職者は含

みません。 

※２０ 計画提出時の離職率が、表に掲げる「低下させる離職率ポイント」よりも低い場合や、新規創業するため

に計画提出時の離職率を算出できない場合は、介護賃金制度整備計画期間の終了から１年経過後の離職率を

０％とすることが必要となります。 

（４）離職率の維持目標の達成 

（３）の離職率の低下目標の達成の結果、評価時離職率（第１回）算定期間の終了から２年経過す

るまでの期間の離職率（以下「評価時離職率（第２回）」（※２１）という。）が評価時離職率（第１回）

を維持していること。ただし、評価時離職率（第２回）は２０％以下とすること 

※２１ 評価時離職率（第１回）算定期間の末日の翌日から起算して２４か月経過する日までの期間（以下「評価

時離職率（第２回）算定期間」という。）における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数を、当該期

間の初日における雇用保険一般被保険者数で除して得た離職率をいいます。離職による雇用保険一般被保険者

資格喪失者数には、定年退職、重責解雇、役員昇格及び労働者の個人的な事情による労働時間の短縮による離

職者は含みません。 

 

対象となる事業主 

本助成金（コース）を受給する事業主は次の１の要件を満たすことが必要です。ただし、介護事業主につ

いては１に加え２の要件を、保育事業主については３の要件を満たす必要があります。 

１ 「各雇用関係助成金に共通の要件等」（本パンフレット７～９ページ）のＡの要件に該当するとともに、

Ｂの要件に該当していないこと 

なお、Ａ２（１）、（２）に記載したとおり、支給又は不支給の決定のための審査に必要である、上記

の「対象となる措置」の実施状況及び支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から

提出を求められた場合にそれに応じることについて特にご留意ください。 

 ２ 介護事業主については、別表の介護サービスの提供を業として行う事業主であること 

なお、他の事業と兼業していても差し支えありません。 

 

【別表】助成金の対象となる介護サービス  

[介護保険法関連]  

(1) 訪問介護 

(2) 訪問入浴介護 

(3) 訪問看護、老人訪問看護（高齢者の医療の確

保に関する法律関連） 

(4) 訪問リハビリテーション 

(5) 居宅療養管理指導 

(21)居宅介護支援 

(22)介護福祉施設サービス 

(23)介護保健施設サービス 

(24)介護予防訪問入浴介護 

(25)介護予防訪問看護 

(26)介護予防訪問リハビリテーション 
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(6) 通所介護 

(7) 通所リハビリテーション 

(8) 短期入所生活介護 

(9) 短期入所療養介護 

(10)特定施設入居者生活介護 

(11)福祉用具貸与 

(12)特定福祉用具販売 

(13)定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

(14)夜間対応型訪問介護 

(15)認知症対応型通所介護 

(16)小規模多機能型居宅介護 

(17)認知症対応型共同生活介護 

(18)地域密着型特定施設入居者生活介護 

(19)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 

(20)複合型サービス 

(27)介護予防居宅療養管理指導 

(28)介護予防通所リハビリテーション 

(29)介護予防短期入所生活介護 

(30)介護予防短期入所療養介護 

(31)介護予防特定施設入居者生活介護 

(32)介護予防福祉用具貸与 

(33)特定介護予防福祉用具販売 

(34)介護予防認知症対応型通所介護 

(35)介護予防小規模多機能型居宅介護 

(36)介護予防認知症対応型共同生活介護 

(37)介護予防支援 

(38)訪問型サービス 

(39)通所型サービス 

(40)その他生活支援サービス 

(41)介護予防ケアマネジメント 

[障害者総合支援法関連]  

(42)障害福祉サービス (43)地域活動支援センターで行われる介護サービス 

[児童福祉法関連]  

(44)障害児通所施設で行われる介護サービス (45)障害児入所施設で行われる介護サービス 

[生活保護法関連] 

(46)救護施設で行われる介護サービス 

[原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律関連] 

(47)居宅生活支援施設及び養護事業を行う施設で行われる介護サービス 

[その他]  

(48)居宅において行われる介護サービス 

(49)福祉用具販売（(12)、(33)以外） 

(50)移送 

(51)要介護者への食事の提供（配食） 

(52)その他の福祉サービス又は保健医療サービス 

 

※介護福祉機器等助成においては(11)、(12)、(32)、(33)、(46)、(47)、(49)を除く。 

 

 ２ 保育事業主については、以下の事業を業として行う事業主であること 

なお、他の事業と兼業していても差し支えありません。 

(1) 保育所 

(2) 家庭的保育事業 

(3) 小規模保育事業 

(4) 居宅訪問型保育事業 

(5) 事業所内保育事業 

(6) 一時預かり事業 

(7) 病児保育事業 
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支給額 

１ 本助成金（コース）は、導入した制度等に応じて、下表の額が支給されます。 

助成金の種類 支給額 

雇用管理制度助成  

 制度導入助成  

  評価・処遇制度 １０万円 

  研修制度 １０万円 

  健康づくり制度 １０万円 

  メンター制度 １０万円 

  短時間正社員制度（保育事業主のみ） １０万円 

 目標達成助成 ６０万円 

介護福祉機器等助成（介護事業主のみ） 
介護福祉機器の導入等に要した費用の１／２ 

        （上限３００万円） 

保育労働者雇用管理制度助成（保育事業主のみ）  

 制度整備助成 ５０万円 

目標達成助成（第１回） ６０万円 

 目標達成助成（第２回） ９０万円 

介護労働者雇用管理制度助成（介護事業主のみ）  

 制度整備助成 ５０万円 

目標達成助成（第１回） ６０万円 

 目標達成助成（第２回） ９０万円 

 

２ 介護福祉機器等助成は、介護福祉機器の導入等に要した費用であって、支給申請時までに支払いを完

了していることが必要です。 

また、次のいずれの額も費用に含めることができます。 

（１）利子（費用を分割して支払う場合に限る。） 

（２）保守契約を締結した場合は、その費用の額 

（３）介護福祉機器の使用を徹底するための研修に要した費用の額 

（４）介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修に要した費用の額（一定の資格を有する者を講

師とする場合、講師への謝金も含む） 

 

受給手続 

本助成金（コース）を受給しようとする事業主は、次の１～５の順に受給手続をしてください。 

１ 計画の認定申請 

雇用管理制度の導入に係る雇用管理制度整備計画、介護福祉機器の導入等に係る導入・運用計画また

は賃金制度の整備に係る保育賃金制度整備計画・介護賃金制度整備計画を作成し、計画開始６か月前か

ら１か月前までに必要な書類を添えて（※２２）、管轄の労働局（※２３）へ認定申請をしてください。 

また、計画に変更が生じる場合は、変更内容に応じて変更書を提出（※２４）し、変更の認定を受け

る必要があります。 

２ 支給申請（雇用管理制度助成（制度導入助成）、介護福祉機器等助成、保育労働者雇用管理制度助成（制
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度整備助成）、介護労働者雇用管理制度助成（制度整備助成）） 

１によって認定を受けた後、計画に基づいて雇用管理制度の導入・実施、介護福祉機器の導入・運用

または賃金制度の整備・実施を行い、計画期間終了後２か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、

管轄の労働局に支給申請を行ってください。 

３ 支給申請（雇用管理制度助成（目標達成助成）） 

２の雇用管理制度の導入・実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日から起算して１２か

月経過する日までの期間（以下「評価時離職率算定期間」という。）の離職率が目標達成している場合、

評価時離職率算定期間終了後２か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申

請を行ってください。 

４ 支給申請（保育労働者雇用管理制度助成（目標達成助成（第１回））、介護労働者雇用管理制度助成（目

標達成助成（第１回）） 

２の賃金制度の整備・実施の結果、評価時離職率（第１回）算定期間の離職率が目標達成している場

合、評価時離職率（第１回）算定期間終了後２か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の

労働局に支給申請を行ってください。 

５ 支給申請（保育労働者雇用管理制度助成（目標達成助成（第２回））、介護労働者雇用管理制度助成（目

標達成助成（第２回）） 

評価時離職率（第２回）算定期間の離職率が目標達成している場合、評価時離職率（第２回）算定期

間終了後２か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。 

※２２ 計画の認定や支給申請の申請書等の用紙やこれに添付すべき書類は、労働局へお問い合わせください。 

※２３ 申請書等の提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。 

※２４ 変更書の提出期限は、変更内容によって異なりますので、労働局へお問い合わせください。 

 

（参考）受給手続の流れ 

【雇用管理制度助成】               【介護福祉機器等助成】 

 

  

⑥  助成金の支給 

    ＜制度導入助成＞ 各制度 10 万円 

   ＜目標達成助成＞ 60 万円 

①  雇用管理制度整備計画の作成・提出 
   提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出 

②  認定を受けた雇用管理制度整備計画に 

   基づく雇用管理制度の導入 
   労働協約または就業規則に明文化することが必要 

③  雇用管理制度の実施 

   ②で導入した雇用管理制度を計画どおりに実施 

④  制度導入助成の支給申請 

  （計画期間終了後２か月以内） 
   本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出 

⑤  目標達成助成の支給申請 

  （算定期間（計画期間終了後12か月間）終了後 2 か月以内） 
   本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出 

（雇用管理制度整備計画期間） 

② 認定を受けた導入・運用計画に基づく 

  介護福祉機器の導入・運用 

③ 介護福祉機器の導入効果の把握 

   （一定の導入効果がなければ助成金は支給されません） 

⑤ 助成金の支給 

  （導入費用の１/２【上限３00 万円】） 

① 導入・運用計画の作成・提出 
  提出期間内に、介護福祉機器を導入する事業所の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出 

④ 介護福祉機器助成の支給申請 

  （計画期間終了後２か月以内） 
    事業所の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出 

（計画期間） 
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【保育労働者雇用管理制度助成・介護労働者雇用管理制度助成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）雇用管理制度助成の申請期間の考え方 

＜雇用管理制度整備計画期間を平成２９年２月１日～平成３０年１月３１日とし、雇用管理制度整備計画

認定申請を平成２８年１２月１日に行う場合＞ 

 

＜保育・介護賃金制度整備計画期間を平成２９年２月１日～平成３０年１月３１日とし、保育・介護賃金制

度整備計画認定申請を平成２８年１２月１日に行う場合＞ 

 

 

利用にあたっての注意点 

１ 本助成金（コース）の受給にあたっては、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のＤ,Ｆ,Ｇにご留意く

ださい。 

２ 本助成金（コース）の要件や手続き等の詳細については、最寄りの労働局またはハローワークへお問

い合わせください。 

① 保育・介護賃金制度整備計画の作成・提出 
      提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出 

② 認定を受けた保育・介護賃金制度整備計画に基づく 

賃金制度の整備 
 （労働協約または就業規則に明文化することが必要） 

③ 賃金制度の実施 

 （原則として全ての保育・介護労働者に実際に実施することが必要） 

④ 制度整備助成の支給申請（計画期間終了後２か月以内） 
  本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出 

⑤ 目標達成助成（第１回）の支給申請 

 （評価時離職率（第１回）算定期間（計画期間終了後12か月間） 

終了後 2 か月以内） 
 

⑥ 目標達成助成（第２回）の支給申請 

  （評価時離職率（第２回）算定期間（評価時離職率（第１回）算定期間 

終了後24か月間） 終了後 2 か月以内） 
    本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出 

（保育・介護賃金制度整備計画期間） 

  ⑦ 助成金の支給 

＜制度整備助成＞      50 万円 

＜目標達成助成（第１回）＞ 60 万円 

＜目標達成助成（第２回）＞ 90 万円 


